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告    示 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 539 号  

令和７年３月 18 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示 

 

 

道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように区域変更及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリー指定管理者の指定

について（文化振興課） 

那覇市告示第 544 号  

令和７年３月 19 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリー指定管理者の指定 

について 

 

 

那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリーの指定管理者の指定について、

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき、令和７年２月那覇市議会定例会に

おいて同意されましたので、那覇市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例第７条第２項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 施設名 

  （１）那覇市パレット市民劇場 

  （２）那覇市民ギャラリー  

 

２ 指定管理者 

   那覇市久茂地１丁目１番１号 

   久茂地都市開発株式会社 代表取締役社長 我那覇 学 

 

３ 指定期間 

   令和７年４月１日から令和 12年３月 31日まで（５年間） 
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令和６年度那覇市一般会計補正予算(第８号)（財政課） 

那覇市告示第２号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年(2025年)２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市一般会

計補正予算(第８号)の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市一般会計補正予算(第８号) 

 

令和６年度那覇市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,565,884千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 185,654,094千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
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令和６年度那覇市病院事業債管理特別会計補正予算（第１号）（財

政課） 

那覇市告示第３号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市病院事

業債管理特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市病院事業債管理特別会計補正予算（第１号） 

 

令和６年度那覇市の病院事業債管理特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 33,420 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 491,772千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による 
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令和７年度那覇市一般会計予算（財政課） 

那覇市告示第４号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市一般会

計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市一般会計予算 

 

令和７年度那覇市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 185,397,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。  

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、27,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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令和７年度那覇市病院事業債管理特別会計予算（財政課） 

那覇市告示第５号  

令和７年４月１日  

 

 

 令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市病院事

業債管理特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市病院事業債管理特別会計予算 

 

令和７年度那覇市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 791,602千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和７年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 

那覇市告示第６号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年(2025年)２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市一般会計

補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

令和７年度那覇市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところにる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 40,370千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 185,437,370千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８８１号   2025（令和７）年４月１日 

 39 

令和７年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について（環境政策課） 

 

那覇市告示第７号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第６条第１項の

規定に基づき、令和７年度那覇市一般廃棄物処理実施計画を次のように定めたので、

那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例（平成５年那覇市条例第

15号）第 18条第２項の規定により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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令和６年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算（第５号）（ちゃ

ーがんじゅう課） 

那覇市告示第８号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市介護 

保険事業特別会計補正予算（第５号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 

令和６年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 647,774千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,464,033千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 
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令和７年度那覇市介護保険事業特別会計予算（ちゃーがんじゅう

課） 

那覇市告示第９号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市介護保

険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市介護保険事業特別会計予算 

 

令和７年度那覇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,487,918千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 10 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30 号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49 条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり指定

した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 11 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の変更について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第50条の２及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり変

更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 12 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の休止について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定に

よる指定医療機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の再開について（保護管理課） 

那覇市告示第 13 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の再開について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定に

よる指定医療機関より、次のとおり再開の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 14 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定に

よる指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 15 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定に

よる指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 16 号  

令和７年４月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

施術機関の指定について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく施術機関について、生活保護法第55条第１項及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定施術機関として、次のとお

り指定した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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令和６年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

（国民健康保険課） 

那覇市告示第 17 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 

令和６年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第５号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 776,811千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,260,188千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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令和６年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 18 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第４号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

令和６年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ152,992千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,872,871円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和７年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算（国民健康保険

課） 

那覇市告示第 19 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市国民健

康保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和７年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 37,783,987千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(１) 保険給付費及び保健事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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令和７年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算（国民健康保険課） 

那覇市告示第 20 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市後期

高齢者医療特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和７年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,155,960千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２表 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 
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那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡

回指導業務に関する委託契約について（生活衛生課） 

那覇市告示第 21 号  

令和７年４月１日  

 

 

那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡回 

指導業務に関する委託契約について 

 

 

標記の件について、地方自治法第243条の２第２項により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 委託事務の名称  那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業 

施設の巡回指導業務に関する委託契約 

 

２ 受託者の住所  浦添市安波茶３丁目５番２号 

安波茶交差点ビル103号室 

 

３ 受託者の名称  一般社団法人 沖縄県食品衛生協会 

会長 佐久本 武 

 

４ 指 定 日  令和７年３月 11日 

 

５ 委 託 期 間  令和７年４月１日～令和８年３月 31日 
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令和６年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

（まちなみ整備課） 

那覇市告示第 22 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市土地

区画整理事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,107千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,159千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号）

（まちなみ整備課） 

那覇市告示第 23 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市市街

地再開発事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和６年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 206 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 317,173千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和７年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 24 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市土地区

画整理事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算 

 

 令和７年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,089千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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    那 覇 市 公 報    第１８８１号   2025（令和７）年４月１日 

 82 

令和７年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 25 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市市街

地再開発事業特別会計予算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算 

 

 令和７年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 303,232千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和６年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号）（上下水道局企

画経営課） 

那覇市告示第 26 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市水道

事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度那覇市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総配水量「38,500,000 ㎥」を「37,806,000

㎥」に、（３）一日平均配水量「105,479㎥」を「103,578㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 
 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額1,614,299千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額88,624千円、

減債積立金164,138千円、建設改良積立金827,959千円及び過年度分損益勘定留

保資金533,578千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,606,

732千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,090千円、減債積

立金164,138千円、建設改良積立金807,726千円及び過年度分損益勘定留保資金 
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549,778千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度

額に次のとおり追加する。 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 
 

（たな卸資産購入限度額） 

第７条 予算第８条中「99,304千円」を「61,257千円」に改める。 
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令和６年度那覇市下水道事業会計補正予算（第２号）（上下水道局

企画経営課） 

那覇市告示第 27 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度那覇市下水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総排水量「35,587,900 ㎥」を「34,645,300

㎥」に、（３）一日平均排水量「97,501㎥」を「94,919㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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令和７年度那覇市水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 28 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市水道

事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

令和７年度那覇市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
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令和７年度那覇市下水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 29 号  

令和７年４月１日  

 

 

令和７年（2025年）２月那覇市議会定例会で議決された令和７年度那覇市下水

道事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和７年度那覇市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
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公    告 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第二土地区画整理事業の事業計画

変更について（まちなみ整備課） 

那覇市公告第 880 号  

令和７年３月７日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第二土地区画整理事業の事業計画変 

更について 

 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第二土地区画整理事業の事業計画の変更をした

ので、土地区画整理法第 55条第 13項において準用する同条第９項の規定により、

下記の事項を公告する。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

記 

 

１ 土地区画整理事業の名称  那覇広域都市計画事業  

真嘉比古島第二土地区画整理事業 

 

２ 施 行 者 の 名 称    那覇市 

 

３ 施 行 地 区 

那 覇 市 

真 嘉 比 
１丁目 の全部 

２丁目  ３丁目 

の一部 

松   島 １丁目 

字 古 島 真嘉比川原 

字 松 川 今帰仁原  後原 

字 大 道 上大道原  下大道原 

 

４ 事 業 施 行 期 間  昭和 63年 12月 12日から 

令和 10年３月 31日まで 

 

５ 事 務 所 の 所 在 地  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市 まちなみ共創部 まちなみ整備課 

 

６ 事業計画の決定の年月日    昭和 63年 12月 12日 

 

７ 事業計画の変更の年月日    令和７年３月７日 
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那覇広域都市計画公園事業の事業計画の変更認可に伴う図書の縦覧

について（公園建設課） 

那覇市公告第 885 号  

令和７年３月 10 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画公園事業の事業計画の変更認可に伴う図書の縦覧に 

ついて 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第２項の規定において準用する同

法第 62条第１項の規定による図書の写しの送付を受けたので、同法第 63条第２項

の規定において準用する同法第 62条第２項及び同法施行規則（昭和 44年建設省令

第49号）第 49条の規定に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

    那覇広域都市計画公園事業５･５･那５号首里城公園 

 

２．施行者の名称 

    沖縄県 

 

３．事務所の所在地 

    那覇市泉崎１丁目２番２号 

 

４．事業地 

（１）収用の部分 

昭和六十二年建設省告示第千八百十六号、平成六年建設省告示第八百五

十一号、平成七年建設省告示第千八百八十九号、平成十年建設省告示第四

百四十三号、平成十二年建設省告示第三百八十九号、平成十四年沖縄総合

事務局告示第一号、平成十八年沖縄総合事務局告示第十四号、平成二十年

沖縄総合事務局告示第二十一号、平成二十二年沖縄総合事務局告示第十九

号、平成二十四年沖縄総合事務局告示第三十一号、平成二十九年沖縄総合

事務局告示第十六号及び令和四年沖縄総合事務局告示第三号の事業地のう

ち那覇市首里大中町一丁目及び首里当蔵町一丁目地内において事業地を変

更する。 

（２）使用の部分 変更なし 

 

５．事業施行期間 

昭和 62年 10月 23日から令和９年３月 31日まで 

 

６．縦覧の場所 

    那覇市役所都市みらい部公園建設課 

  （那覇市泉崎１丁目１番１号、那覇市役所本庁舎９階） 
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都市計画（那覇広域都市計画道路）の図書の写しの縦覧について

（都市計画課） 

那覇市公告第 932 号  

令和７年３月 19 日  

掲 示 済  

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 21 条第２項の規定におい

て準用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けた

ので、同法第 21 条第２項の規定において準用する同法第 20 条第２項及び同法施行

規則（昭和 44年建設省令第 49号）第 12条の規定により、次のとおり当該図書の写

しを公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

都市計画の種類：那覇広域都市計画道路 

    都市計画の名称： ９・７・１号 沖縄都市モノレール 

 

縦 覧 場 所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９F） 

 

 

都市計画（那覇広域都市計画都市高速鉄道）の図書の写しの縦覧に

ついて（都市計画課） 

那覇市公告第 933 号  

令和７年３月 19 日  

掲 示 済  

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 21 条第２項の規定におい

て準用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けた

ので、同法第 21 条第２項の規定において準用する同法第 20 条第２項及び同法施行

規則（昭和 44年建設省令第 49号）第 12条の規定により、次のとおり当該図書の写

しを公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

都市計画の種類：那覇広域都市計画都市高速鉄道 

    都市計画の名称： １号 沖縄都市モノレール 

 

縦 覧 場 所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９F） 
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都市計画（那覇広域都市計画公園）の図書の写しの縦覧について

（都市計画課） 

那覇市公告第 934 号  

令和７年３月 21 日  

掲 示 済  

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 21 条第２項の規定におい

て準用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けた

ので、同法第 21 条第２項の規定において準用する同法第 20 条第２項及び同法施行

規則（昭和 44年建設省令第 49号）第 12条の規定により、次のとおり当該図書の写

しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

都市計画の種類：那覇広域都市計画公園 

    都市計画の名称： ５・５・那５号 首里城公園 

 

縦 覧 場 所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９F） 
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議 会 規 則 

 

那覇市議会傍聴規則の一部を改正する規則 

那覇市議会規則第１号  

令和７年４月１日  

 

 

那覇市議会傍聴規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

那覇市議会議長 野原 嘉孝  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 42 号  

令 和 ７ 年 ３ 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第 16条第３項の届け出により、次のとおり指定工事店の指定

を取り消したので、那覇市排水設備指定工事店規程第 10条に基づき告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

 

指定番号      第 288号 

      指定工事店名    有限会社當山設備興業 

      営業所所在地    沖縄県北谷町字玉上 225番地２ 

代表者氏名     當山 孝明 

取消日       令和７年３月６日 

      取消理由      那覇市内での現場が無いため 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第 43 号  

令 和 ７ 年 ３ 月 1 7 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第１号の規定に基 

づき、別紙のとおり告示する。  

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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令和７年度水道メーターの賠償額について 

那覇市上下水道局告示第１号  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

令和７年度水道メーターの賠償額について 

 

 

 那覇市水道給水条例第 17 条第３項の規定に基づき、水道メーターの賠償額につ

いて別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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